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９ 火薬類事故措置マニュアル 

Ⅰ．総則  

１．目的  

このマニュアルは火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下「法」という。）の適用を受

ける火薬類に係る事故が発生した場合の経済産業省商務情報政策局産業保安部門（以下「本省」と

いう。）並びに産業保安監督部及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所（以下「監督部」とい

う。）における連絡方法、対応措置、対策の樹立方法、都道府県との連携等に関する事項を定め、

事故に伴う業務を迅速かつ適確に処理することを目的とする。  

２．事故の定義  

このマニュアルにおいて、火薬類に係る事故とは、法の適用を受ける火薬類の製造、販売、貯

蔵、運搬、消費その他の取扱い中に発生した火薬類の爆発等によって生じるものをいう。  

３．事故の分類  

事故をその内容により次のとおり分類する。  

（１）Ａ級事故  

次の各号の一に該当するものをいう。  

① 死者（事故発生後５日以内に死亡した者をいう。以下同じ。）５名以上のもの  

② 死者及び重傷者（負傷の治療に要する期間が３０日以上の負傷者をいう。以下同じ。）が合計

して１０名以上のものであって、①以外のもの  

③ 死者及び負傷者（重傷者及び軽傷者（負傷の治療に要する期間が３０日未満の負傷者をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）が合計して３０名以上のものであって、①及び②以外のもの  

④ 甚大な物的損害（直接に生ずる物的被害の総額が５億円以上）が生じたもの  

⑤ 大規模な爆発又は火災が現に進行中であって、大災害に発展するおそれがあるもの  

⑥ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が多数含まれている場合等）、テレビ・

新聞等の取扱い等により著しく社会的影響が大きいと認められるもの  

（２）Ｂ級事故  

Ａ級事故以外の事故で次の各号の一に該当するものをいう。  

① 死者１名以上４名以下のもの  

② 重傷者２名以上９名以下のものであって、①以外のもの  

③ 負傷者６名以上２９名以下のものであって、②以外のもの  

④ 多大な物的損害（直接に生ずる物的被害の総額が１億円以上、５億円未満）が生じたもの  

⑤ 同一事業所において、事故が発生した日から１年を経過しない間に発生したもの  

⑥ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様（第三者が含まれている場合等）、テレビ・新聞

等の取扱い等により社会的影響が大きいと認められるもの  

（３）Ｃ級事故  

Ａ級事故及びＢ級事故以外の事故 
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Ⅱ．本省における措置  

１．事故急報及び連絡体制  

（１）鉱山・火薬類監理官付職員であって、事故の連絡を受けた者又は自ら覚知した者は、速やかに

火薬類保安対策官（代理：企画調整補佐）に連絡する。火薬類保安対策官又は企画調整補佐が不

在の場合には、火薬班の係長又は係員（以下「代理者１」という。）に連絡する。代理者１が不

在の場合は火薬専門職（以下「代理者２」という。）に連絡する。連絡を受けた火薬類保安対策

官（代理：企画調整補佐）、代理者１又は代理者２は、鉱山・火薬類監理官、火薬専門職及び企

画調整補佐に、その内容を報告する。  

なお、休日又は夜間であって勤務先に連絡のとれない場合（以下「勤務時間外」という。）の

連絡については、火薬類保安対策官（代理：企画調整補佐）へ電話等により行う。火薬類保安対

策官又は企画調整補佐が不在の場合は、火薬専門職に電話等により連絡する。ただし、Ｃ級事故

のうち重傷者のない事故の場合には、直近の登庁日に速やかに火薬類保安対策官（代理：企画調

整補佐）又は代理者１に連絡する。連絡を受けた火薬類保安対策官（代理：企画調整補佐）又は

代理者１は、鉱山・火薬類監理官、火薬専門職及び企画調整補佐に、その内容を報告するものと

する。  

（２）事故の連絡を受けた者又は自ら覚知した者は、事故の規模及び態様により、別紙に掲げる関係

者に通報連絡を行うと同時に、速やかに様式１に掲げる項目による事故報告を取りまとめ、別紙

に掲げる関係者に配布する。続報があった場合は、その都度上記に準じて配布する。  

（３）事故が発生した後は、（Ｃ級事故にあっては必要に応じて）監督部及び都道府県との緊密な連

絡による情報収集を行うほか、次に例示する手段により、さらに詳細な情報を収集する。  

① 事故関係企業等からの事情聴取  

② テレビ、ラジオ、新聞等のニュース  

③ 関係行政庁及び経済産業省内関係部局からの情報取得  

（４）そのほか、火薬類の保安確保の徹底を図る見地から、火薬類の盗難事件、爆破事件等について

可能な限り情報を得ておく必要があるので、これらの事件がテレビ、新聞等で取り上げられ、か

つ、火薬類取締行政に密接に関連するものについて、情報を収集するものとする。  

２．事故現場への出動  

（１）次の事故が発生した場合は、直ちに鉱山・火薬類監理官付職員を現地に派遣する。  

① Ａ級事故  

② その他保安行政上重要な問題を含んでいると認められる事故  

（２）当該事故が保安技術上重要な問題を含んでいると認められる場合は、学識経験者等を同行させる

ことができる。  

（３）商務流通保安審議官（代理：産業保安審議官）は、災害の規模及び種類に応じ、必要があると認

めるときは、本省の指定職又は管理職の現地派遣を指示する。  

３．その他措置 

（１）緊急措置命令  

①  次の（イ）から（ニ）までの場合であって災害の防止又は公共の安全の維持のため必要と認める

ときは、監督部又は都道府県に対し法第４５条に基づく緊急措置の発動を指示又は要請する（又は
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自ら実施する）。  

（イ）事故により火災等が継続中であって、さらに災害の拡大が予測されるとき  

（ロ）事故が再発するおそれがあるとき  

（ハ）事故の発生原因が不明であり、かつ、操業の継続又は再開によって再度同種事故の発生が予測

されるとき  

（ニ）事故の原因となった状況が当該事業所内のほかの同種施設にも明らかに存在し、同種事故が発

生するおそれが極めて大きいとき  

②  緊急措置のうち一時停止の発動を指示する場合の期間は、次によるものとする。  

（イ）事故を起こした箇所については当該事故に対する対策が講ぜられ、操業を再開しても保安上支

障ないと認められるまでの期間  

（ロ）事故を起こした箇所と同様の作業を行っている箇所については、同種設備及び作業方法を点検

し、危険のおそれのないことを確認するまでの期間  

（２）事故調査委員会（以下「委員会」という。）  

①  事故原因の究明及び今後の対策の検討のため専門家による組織的な調査が特に必要であると認め

るときは、委員会を編成し調査するものとする。  

②  委員会は、当該事故調査に最も適切な学識経験者等の数名をもって編成する。  

③  委員会は、原因究明のため必要と認めるときは、関係機関の協力を得て事故の再現実験等所要の

実験研究を行うものとする。  

（３）委員会の設置など事故に対する対応を行った場合には、必要に応じて、プレス発表を行うととも

に、事故の規模等により、関係国会議員等に事故の概要、経済産業省としての対応等について資料

配布及び説明を行う。  

（４）事故当事者に対し、事故の内容に応じて、法第４６条第２項に基づき事故報告の提出を求める。  

（５）事故の内容に応じて、必要と認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。また、当該

事業所に法令違反がある場合には、必要な処分を行う。  

①  事故の再発を防止するための対策（事故当事者又は関係業界に対する対策、法令・基準などの

見直し等）を検討し、実施する。  

②  事故の内容（状況、原因、対策等）を公表し、注意を喚起するとともに、業界団体又は同種事

業者に対し、注意書の交付、対策事項の指示、説明会の開催等により指導する。  

③  業界団体に対し、事故の徹底的検討、自主基準の作成又は改正、自主的な点検、指導等の実施

を指示する等、同種事故の発生防止のための自主的な対策の確立を要請する。  

④  監督部及び都道府県に対し、以下の要請又は指示を行う。  

（イ）取締監督の強化を要請するとともに、具体的な対策事項を示し事業所への指導を要請する。  

（ロ）同種事業所の一斉立入検査を指示する。（必要に応じ本省もこれに参加する。）  

４．その他  

（１）提出を受けた事故報告書類は、系統的に分類、整理し、１年ごとに（暦年で）集計し公表する。  

（２）１年ごとに年間の事故の内容を分析し、その対策及び改善事項を集約し、監督部又は都道府県に

おける保安検査、立入検査等において役立て得るように措置する。  
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Ⅲ．事故が発生した地域を管轄する監督部における措置  

１．事故急報及び連絡体制  

（１）都道府県から事故の連絡を受けたとき又は自ら覚知したときは、速やかに、本省へ電話により

連絡する。また、監督部が措置をとった場合には、その旨を連絡するとともに所要の指示を受け

る。  

なお、勤務時間外における連絡については、本省鉱山・火薬類監理官付の火薬類保安対策官

（代理：企画調整補佐）の防災携帯電話に連絡する。火薬類保安対策官又は企画調整補佐が不在

の場合には、火薬専門職の防災携帯電話に連絡する。ただし、Ｃ級事故のうち重傷者のない事故

の場合には、直近の登庁日に速やかに連絡するものとする。  

（２）連絡は、様式１に掲げる項目に従って行う。事故発生直後の第１報については、様式１の１か

ら９までの項目について分かる範囲で報告するものとする。続報があった場合は、その都度上記

に準じて報告する。  

なお、火薬類の保安確保の徹底を図る見地から、火薬類の盗難事件、爆破事件等について可能

な限り情報を得ておく必要があるので、これらの事件が地元のテレビ、新聞等で取り上げられ、

かつ、火薬類取締行政に密接に関連するものについては、極力本省に情報を提供するものとす

る。  

２．事故現場への出動  

（１）次の事故が発生した場合は、速やかに事故現場に出動し、事故拡大防止及びこれに必要な現状

維持義務（法第４７条）のための措置を講ずるとともに、様式１に掲げる項目について調査を行

う。  

①  Ａ級事故  

②  製造所におけるＢ級事故  

③  製造所以外におけるＢ級事故（ただし、（ⅰ）同一事業所内において事故が発生した日から１

年を経過しない間に発生したＣ級事故の場合、（ⅱ）事故が既に収束し被害の拡大のおそれが既

にない場合であって既に事故発災都道府県等の調査が終了している場合、（ⅲ）産業保安監督部

等から事故現場が遠方であり、事故発災都道府県との連絡・情報収集が密に行われている場合、

及び（ⅳ）本省が特に指示した場合、を除く。）  

④  その他保安行政上重要な問題を含んでいると認められる事故  

（２）当該事故が保安技術上重要な問題を含んでいると認められる場合は、学識経験者等を同行させ

ることができる。  

（３）現地調査の途中経過を随時本省に報告するものとする。ただし、本省の職員も現地調査を実施

しているときはこの限りでない。  

３．その他措置 

（１）本マニュアルⅡ．３．（１）の例に準じ、必要に応じて緊急措置を命ずるものとする。（監督

部が所管する事業者に対するものに限る。）  

（２）事故の原因（直接的・間接的発生原因、被害拡大原因等）を究明するための調査検討を行う。  

（３）事故の再発を防止するための対策（事故当事者又は関係業界に対する対策等）を検討し、実施
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する。  

（４）本マニュアルⅡ．３．（２）の例に準じ、必要に応じて委員会を編成し調査する。ただし、本

省が委員会を編成した場合は、この限りでない。  

（５）法令違反の有無（事故に係る基準違反のほか、事故当事者のみならず関係事業者における法令

違反を含む。）及び事故当事者の責任の程度を調査検討する。また、事故当事者に法令違反があ

る場合には、必要な処分を行う。  

（６）事故当事者に対し、事故の内容に応じて、法第４６条第２項に基づき事故報告の提出を求め

る。  

（７）発生した事故が都道府県の所轄する事業所の場合は、都道府県と密接な連絡をとり、事故の状

況を把握するとともに上記（１）から（６）までに掲げる措置の実施状況を確認し、必要な場合

は実施内容について意見を述べる。  

（８）事故の内容に応じて、必要と認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。  

①  事故当事者に対し、保安上必要と認められる事項について改善を指導する。この場合、実施結

果を報告することを併せて指導する。また、当該指導及び報告徴収を行ったときは、その内容を

本省に報告する。  

②  事故の内容（状況、原因、対策等）を公表し、注意を喚起するとともに、業界団体又は同種

事業所に対し注意書の交付、改善事項の指示、説明会の開催等により指導する。  

③  同種事業所に対し、一斉立入検査を実施する。  

④  過去の事故の原因を分析して、対策及び改善事項を集約し、保安検査又は立入検査時におい

て指導する。  

（９）重要な事項については、必要に応じ本省に連絡し、指示を受ける。  

４．事故報告  

発生した事故が監督部の所管する事業所の場合については、様式１に掲げる項目に従って事故

報告書（確報又は中間報告）を作成し、事故発生の日から２０日以内に本省に提出するととも

に、必要に応じて都道府県にも送付する。当該報告書の提出後、事故の原因、被害状況、とった

措置等に変更又は確定した事項があった場合は必ずその旨追加報告を行う。また、都道府県から

事故に係る報告書の送付があった場合には、速やかに本省にその写しを送付するものとする。  

５．経済産業局との連携  

事故への対応に際し、必要に応じて、経済産業局（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局）

と両者の所掌による分担に従い、適確に連携を図るものとする。  

 

Ⅳ．その他  

上記のほか、事故に対し適切な対応を図る観点から、事故が発生した地域を管轄する都道府県に

おいてとることが望ましい措置については、参考として、別添に示す。  

 

附 則（平成２４年９月１９日 ２０１２０９１９商局第５０号）  

このマニュアルは、平成２４年９月１９日から施行する。 
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（別紙）火薬類事故発生時の被害情報等の情報収集・連絡ルート 
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（別添） 

事故が発生した地域を管轄する都道府県における措置 

 

１．事故急報及び連絡体制  

（１）事故が発生したことを覚知したときは、速やかに、所轄監督部へ電話により連絡する。  

また、勤務時間外における連絡については、監督部が別に通知する指定先に連絡する。ただし、

Ｃ級事故のうち重傷者のない事故の場合には、直近の登庁日に速やかに連絡するものとする。（必

要に応じて本省にも連絡する。）  

（２）連絡は、様式１に掲げる項目に従って行う。事故発生直後の第１報については、様式１の１から

９までの項目について分かる範囲内で報告するものとする。続報があった場合は、その都度上記に

準じて報告する。  

なお、火薬類の保安確保の徹底を図る見地から、火薬類の盗難事件、爆破事件等について可能な

限り情報を得ておく必要があるので、これらの事件が地元のテレビ、新聞等で取り上げられ、か

つ、火薬類取締行政に密接に関連するものについては、極力所轄監督部に情報を提供するものとす

る。  

２．事故現場への出動  

（１）次の事故が発生した場合は、速やかに事故現場に出動し、事故拡大防止及びこれに必要な現状維

持義務（法第４７条）のための措置を講ずるとともに様式１に掲げる項目について調査を行う。  

①  Ａ級事故  

②  Ｂ級事故  

③  その他保安行政上重要な問題を含んでいると認められる事故  

（２）Ａ級事故又はＢ級事故の場合は、現地調査の途中経過を随時監督部に（必要に応じて本省にも）

連絡するものとする。ただし、本省又は監督部の職員も現地調査を実施しているときはこの限りで

ない。  

３．その他措置  

（１）緊急措置命令  

①  次の（イ）から（ニ）までの場合であって災害の防止又は公共の安全の維持のため必要と認める

ときは、法第４５条に基づく緊急措置を命ずるものとする。（監督部が所管する事業者に対する

ものを除く。）  

（イ）事故により火災等が継続中であって、さらに災害の拡大が予測されるとき  

（ロ）事故が再発するおそれがあるとき  

（ハ）事故の発生原因が不明であり、かつ、操業の継続ないし再開によって再度同種事故の発生が

予測されるとき  

（ニ）事故の原因となった状況が当該事業所内のほかの同種施設にも明らかに存在し、同種事故が

発生するおそれが極めて大きいとき  

②  緊急措置のうち一時停止を命ずる場合の期間は、次によるものとする。  

（イ）事故を起こした箇所については当該事故に対する対策が講ぜられ、操業を再開しても保安上支

障ないと認められるまでの期間  
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（ロ）事故を起こした箇所と同様の作業を行っている箇所については、同種設備及び作業方法を点

検し、危険のおそれのないことを確認するまでの期間  

（２）事故の原因（直接的・間接的発生原因、被害拡大原因等）を究明するための調査検討を行う。  

（３）事故の再発を防止するための対策（事故当事者又は関係業界に対する対策等）を検討し、実施

する。  

（４）事故原因の究明、今後の対策の検討のため専門家による組織的な調査が特に必要であると認め

るときは、委員会を編成し調査するものとする。ただし、本省又は監督部が委員会を編成した場

合は、この限りでない。  

（５）法令違反の有無（事故原因に係る基準違反のほか、事故当事者のみならず関係事業者における

法令違反を含む。）及び事故当事者の責任の程度を調査検討する。また、事故当事者に法令違反

がある場合には、必要な処分を行う。  

（６）事故当事者に対し、事故の内容に応じて、法第４６条第２項に基づき事故報告の提出を求め

る。  

（７）事故の内容に応じて、必要と認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

①  事故当事者に対し、保安上必要と認められる事項について、改善を指導する。この場合、実施

結果を報告することを併せて指導する。  

②  事故の内容（状況、原因、対策等）を公表し、注意を喚起するとともに、業界団体又は同種事

業所に対し注意書の交付、改善事項の指示、説明会の開催等により指導する。  

③  同種事業所に対し、一斉立入検査を実施する。  

④  過去の事故の原因を分析して、対策及び改善事項を集約し、保安検査又は立入検査時において

指導する。  

４．事故報告  

都道府県が覚知した事故については、火薬類取締法施行規則（昭和２５年通商産業省令第８８

号）第８２条第１項に基づく事故等報告書（様式第４７）又は様式１に掲げる項目に従い作成した

事故報告書を、事故発生の日から２０日以内に所轄監督部に提出する。さらに、煙火以外の火薬類

の取扱中（製造中を除く。）の事故にあっては様式２に掲げる項目に従い、煙火の消費中の事故にあ

っては様式３に掲げる項目に従い添付資料を作成し、可能な限り事故等報告書に添付する。当該報

告書の提出後、事故の原因、被害状況、とった措置等に変更又は確定した事項があった場合は必ず

その旨追加報告を行う。 
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（様式１） 

事故報告 

 

１．発生日時（曜日）  

〔時刻は２４時間呼称とする。〕  

２．発生場所  

〔事業所名、所在地、具体的な事故発生場所（製造工場にあっては工室名、消費場所にあっては切羽の位置等）〕  

３．事故に関係する火薬類の種類、数量及びその取扱いの種別  

〔取扱いの種別は、製造・消費・運搬・貯蔵・がんろう・その他のいずれかを選択する。〕  

４．被害の状況  

〔人的被害（死者、重傷者、軽傷者別）又は物的被害の状況を示す（それぞれ第三者被害があるか

否かを明確にする。）。また、事故の分類（Ａ・Ｂ・Ｃ級）も記載する。〕  

５．事故の概要  

〔事故発生前後の状況、事故の規模、被害の範囲等〕  

６．原因  

〔直接的・間接的発生原因、被害拡大原因等をできるだけ詳細に記入する。推定の場合は、原因の

推定理由及び原因推定上参考となるべき事実を詳細に列挙する。〕  

７．応急措置  

〔事故発生時の連絡先、消火活動、救急活動、緊急作業等の実施状況〕  

８．事故措置  

〔現場調査の状況、事故当事者に対する指示事項、実施又は予定している処分方法、関係官庁との

連携状況等について記載する。〕  

９．関係行政機関（経済産業省、産業保安監督部又は都道府県）がとった措置  

１０．法令違反の有無  

〔事故原因に関係あるもののほか、すべての法令違反の有無について調査し記載する。〕  

１１．対策  

〔当事者に対する対策、一般的対策、応急的対策、恒久的対策について記載する。〕  

１２．その他参考事項  

（１）許認可関係  

〔許可年月日、完成検査年月日、保安検査年月日、定期自主検査年月日、最近の保安検査時におけ

る状況、製造又は取扱保安責任者、代理者及び副保安責任者氏名〕  

（２）意見  

〔現行法令・基準類に対する意見、実験研究の実施を要すると思われる事項、本省に対する要望等〕  

（３）火薬類の消費時における事故にあっては、当該火薬類の消費が許可の対象であるか否か  

 

（注）１．事故の内容により、配置図、フローシート、事故部分の図面、写真、現地の新聞記事、火薬

類の消費時における事故にあっては、当該消費の許可の内容が分かる資料等を添付すること。  

２．本報告後、変更あるいは確定した事項があった場合には、必ず訂正追加の報告をすること。 
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事故報告添付資料             （様式２） 

【煙火以外の火薬類の取扱中（製造中を除く。）の事故）】 
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事故報告添付資料【煙火の消費中の事故】        （様式３） 

 

 

 


